
















処遇改善等加算について
１ 制度改正について（令和７年４月～）

職員の平均経験年数の上昇に応じた昇給に要する費用

２ 加算申請等の時期について

① 区分１「基礎分」

・区分３の要件に係る研修修了者の確認のみ先行し、５月頃に取りまとめを依頼する予定です。

・上記の確認が概ね終了した後（８～９月頃の想定）、加算申請書の取りまとめを依頼します。

従来の処遇改善等加算Ⅰ・Ⅱ・Ⅲは「処遇改善等加算」として一本化（次の３区分によ
る構成と）されました。

職員の賃金の改善に要する費用

② 区分２「賃金改善分」

職員の技能・経験の向上に応じた追加的な賃金改善に要する費用

③ 区分３「賃金改善分」

各区分の要件その他加算に係る詳細は「施設型給付費等に係る処遇改善等加算について」
（令和７年４月11日こ成保２９６、７文科初第２５０号）のとおり


